
令和  年  月  日

甲 宮城県大崎市古川東町５番３２号
分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長

乙

※紙による契約の場合は上記下線削除し押印する。
※電子契約の場合、上記内容と表現が異なる場合がある。

履行期間 契約締結日の翌日 ～ 令和９年１月29日
履行場所 別紙「調査内訳書」のとおり

契約保証金 免除
備考

 この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを本システム
で保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。

契約金額
（税込み）

金         円
（うち消費税及び地方消費税相当額   円）

案件内容・仕様 契約条項のとおり

(案)

収穫調査委託契約書

 委託者 分任支出負担行為担当官 宮城北部森林管理署長     （以下、「甲」と
いう）と受託者     （以下、「乙」という）とは各々の対等な立場における合
意に基づいて、本契約書及び令和８年３月 日付けで交付した収穫調査委託契約約款
によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

案件名称 収穫調査委託（栗原・大崎・色麻・大和地区）



契約条項

第１条 本契約の調査等の内訳は別紙「調査内訳書」のとおりとする。
第２条 本契約に係る特約事項は別紙１、２、３、４のとおりとする。



林名区分 林小班

栗駒 分収造林 1か 4.56 1,783 皆伐 100 標準地(簡標)

栗駒 分収造林 2わ1 5.12 2,001 皆伐 100 直径毎木

栗駒 分収造林 2わ2 0.19 85 皆伐 100 精密毎木

栗駒 分収造林 3ほ 10.97 3,926 皆伐 100 直径毎木

栗駒 分収造林 3へ 5.87 1,431 皆伐 100 直径毎木

栗駒 分収造林 3と1 0.13 47 皆伐 100 精密毎木

栗駒 分収造林 3と2 0.09 41 皆伐 100 精密毎木

栗駒 国有林 24い 8.00 650 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
24ろ１林小班襲用
除地（24.92ha）

栗駒 国有林 24ろ1 9.45 805 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 小班境界標示一部省略

栗駒 国有林 24ろ2 6.73 522 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
24ろ１林小班襲用
小班境界標示一部省略

栗駒 国有林 24は 8.00 834 列間(簡標) 33 標準地(簡標)
除地（6.95ha）
小班境界標示一部省略

栗駒 国有林 24ほ1 2.13 223 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

栗駒 国有林 24ほ2 1.81 189 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 24ほ１林小班襲用

栗駒 国有林 24ほ3 4.48 475 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 24ほ１林小班襲用

栗駒 国有林 24ほ4 0.83 83 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 24ほ１林小班襲用

栗駒 国有林 24ほ5 3.63 380 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 24ほ１林小班襲用

栗駒 国有林 30ち 10.80 1,166 列間(簡標) 33 標準地(簡標)
石仏第２林道新設工事を
予定

花山 国有林 53へ2 3.82 306 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

花山 国有林 53へ3 3.77 296 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 53へ２林小班襲用

花山 国有林 53へ4 4.26 336 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 53へ２林小班襲用

花山 国有林 53へ5 3.14 250 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 53へ２林小班襲用

花山 国有林 53へ6 2.66 262 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 53へ２林小班襲用

北鬼首 国有林 116い2 3.57 265 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

北鬼首 国有林 116ろ 1.56 126 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116い２林小班襲用

北鬼首 国有林 116に1 3.39 270 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116い２林小班襲用

北鬼首 国有林 116に2 4.05 330 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116い２林小班襲用

北鬼首 国有林 116ほ1 4.63 378 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116い２林小班襲用

調査方法 備考

調　査　内　訳　書

森林管理
署等

調査場所 予定面積
（ha）

予定材積
（㎥）

伐採種
伐採率
（％）



北鬼首 国有林 116ほ2 2.60 217 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116い２林小班襲用

北鬼首 国有林 116ほ3 3.54 298 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116い２林小班襲用

北鬼首 国有林 116ほ4 2.99 237 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116い２林小班襲用

北鬼首 国有林 116ほ6 3.44 273 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116い２林小班襲用

北鬼首 国有林 116ほ7 3.40 269 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116い２林小班襲用

北鬼首 国有林 116ほ11 2.21 147 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
116い２林小班襲用
小班境界標示一部省略

北鬼首 国有林 116と1 1.95 163 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

北鬼首 国有林 116と2 4.19 369 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
116と１林小班襲用
小班境界標示一部省略

北鬼首 国有林 116と3 1.68 147 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
116と１林小班襲用
小班境界標示一部省略

北鬼首 国有林 116と4 3.87 324 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116と１林小班襲用

北鬼首 国有林 116と5 2.76 230 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116と１林小班襲用

北鬼首 国有林 116と6 4.86 409 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116と１林小班襲用

北鬼首 国有林 116と8 0.53 39 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
116と１林小班襲用
小班境界標示一部省略

北鬼首 国有林 116と9 0.46 36 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
116と１林小班襲用
小班境界標示一部省略

北鬼首 国有林 116ち1 4.38 355 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 小班境界標示一部省略

北鬼首 国有林 116ち2 4.10 325 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116ち１林小班襲用

北鬼首 国有林 116ち3 3.38 283 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116ち１林小班襲用

北鬼首 国有林 116ち4 2.21 170 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116ち１林小班襲用

北鬼首 国有林 116ち5 0.30 25 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
116ち１林小班襲用
小班境界標示一部省略

北鬼首 国有林 116る1 4.30 362 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116る８林小班襲用

北鬼首 国有林 116る5 2.04 170 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116る８林小班襲用

北鬼首 国有林 116る6 3.95 306 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116る８林小班襲用

北鬼首 国有林 116る8 2.97 255 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

北鬼首 国有林 116る9 1.72 144 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 116る８林小班襲用

北鬼首 分収造林 116れ 5.35 1,487 皆伐 100 標準地(簡標)

北鬼首 国有林 116つ2 0.73 35 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 小班境界標示一部省略

北鬼首 国有林 117ろ16 3.55 286 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 117ろ18林小班襲用

北鬼首 国有林 117ろ17 3.15 271 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 117ろ18林小班襲用

北鬼首 国有林 117ろ18 4.26 368 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

北鬼首 国有林 117ろ21 5.23 450 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 117ろ18林小班襲用



北鬼首 国有林 117ろ22 5.36 444 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 117ろ18林小班襲用

北鬼首 国有林 117ろ23 2.52 218 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 117ろ18林小班襲用

鳴子 分収造林 151そ2 13.71 3,586 皆伐 100 直径毎木

鳴子 分収造林 155に8 1.99 540 皆伐 100 直径毎木

鳴子 分収造林 155ぬ1 2.08 971 皆伐 100 標準地(簡標)

吉田 国有林 253は11 4.47 360 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

吉田 国有林 253は14 2.37 203 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
253は17林小班襲用
小班境界標示一部省略

吉田 国有林 253は15 3.86 332 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
253は17林小班襲用
小班境界標示一部省略

吉田 国有林 253は16 3.06 256 列間(簡標) 33 標準地(襲用)
253は17林小班襲用
小班境界標示一部省略

吉田 国有林 253は17 4.08 342 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 小班境界標示一部省略

吉田 国有林 253は18 4.28 359 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 253は17林小班襲用

吉田 国有林 253に 0.18 23 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

吉田 国有林 258い1 4.68 397 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

吉田 国有林 258い6 4.98 431 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 258い１林小班襲用

吉田 国有林 258い7 2.61 221 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 258い１林小班襲用

吉田 国有林 258ろ 2.50 460 皆伐 100 標準地(簡標) 小面積区画伐採（2.5ha）

吉田 国有林 258は 2.50 484 皆伐 100 標準地(簡標) 小面積区画伐採（2.5ha）

吉田 国有林 258に2 2.43 196 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 258い１林小班襲用

吉田 国有林 258に5 3.08 321 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 258い１林小班襲用

吉田 国有林 258へ1 4.60 366 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 258へ３林小班襲用

吉田 国有林 258へ3 3.09 266 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

吉田 国有林 258へ4 4.78 401 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 258へ３林小班襲用

吉田 国有林 262た1 1.91 124 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

吉田 国有林 262た2 4.06 247 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 262た２林小班襲用

合計 296.92 37,458



 
（別添１） 

収穫調査委託契約仕様書 

（適用） 

１ この仕様書は、収穫調査委託契約について一般的事項及び調査事項を定め適用するもので

ある。 

２ 収穫調査委託契約の実行に当たっては全て誠意を旨とし、かつ実施の細部について受託者

（以下「乙」という。）は、委託者（以下「甲」という。）が定めた監督職員の指示に従わ

なければならない。 

 

第１ 一般的な事項 

１ 調査計画表の作成、提出、承認 

（１）乙は、収穫調査委託契約約款（以下「約款」という。）第２条第１項の規定に基づき、

「調査計画表」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 

（２）乙は調査計画書の内容に変更が生じたとき及び調査期間内に調査を完了することがで

きないと認めるときは、約款第 12 条第１項の規定に基づき甲に対して遅滞なくその理

由を詳記した書面に変更調査計画書を添付して、期間の延長を求めることができる。 

（３）甲は、前号の場合においてその理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障が無いと

認められるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知しなければなら

ない。 

 

２ 現場代理人及び担当技術者 

（１）乙は、約款第６条第１項に基づき「現場代理人及び担当技術者等届」を調査前に甲に

提出しなければならない。 

なお、約款同条第４項の規定により変更した場合又は乙の都合により変更した場合も

同様とする。 

（２）現場代理人は、別表「担当技術者の資格区分」にある技術員の技術経歴以上の者であ

って、甲が適切と認めた者とする。 

 

３ 極印管理責任者及び極印使用者届の提出 

乙は、約款第７条第１項に基づき、「極印管理責任者及び使用者届」を調査前に甲に提

出しなければならない。 

 

４ 支給材料及び貸与品 

（１）甲は、約款第８条第１項に定める支給材料及び貸与品について「支給材料通知書」及

び「貸与品通知書」により乙に通知するものとする。 

（２）乙は、約款第８条第２項の規定に基づき支給材料又は貸与品の引き渡しを受けたとき

は、その都度「支給材料受領書」又は「貸与品借用書」を、甲に提出しなければならな

い。 

（３）乙は、支給材料が不足したときは、「支給材料追加申請書」を甲に提出することがで

きる。 

（４）甲は、前項の「支給材料追加申請書」を受理したときは、調査の実施のために必要と

認められない場合を除き、「支給材料追加通知書」により、乙に通知するものとする。 

 

５ 極印の貸与、返納 

（１）甲が乙に対して約款第９条第１項の規定に基づき極印を貸与する場合は、甲の極印管

理担当者が行うものとする。 

（２）乙は、約款同条第２項の規定に基づき極印の引き渡しを受けたときは、その都度「物

品（極印）借用書」を甲に提出しなければならない。 
（３）乙は、約款同条第６項の規定に基づき調査の完了もしくは変更又は契約解除等によっ

て極印が不要となったときは直ちにその極印について「物品（極印）返納届」を甲の指



 
 

示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。 

 

６ 変更契約 

（１）次に掲げる場合は、約款第 11条第２項に基づき契約を変更する。 

ア 契約を履行できない調査箇所が発生する場合 

イ 調査箇所を踏査した結果、次に掲げる事項について甲が指示した場合 

（ア）立木調査方法の変更 
（イ）実測方法の変更 

（ウ）新たに伐採列等を設定するための実測作業 

（エ）新たな標準地調査法の標準地の設定 

（オ）新たな除外地の設定。ただし標準地調査法による調査箇所は除く。 

（カ）収穫とりやめ 

ウ その他契約条件が変わると甲が判断した場合 

（２）予定数量（調査区域面積）に対し 30パーセント以上の増減が見込まれる場合は、約款

第 11条第３項に基づき契約を変更する。 

ただし、標準地内のみ選木・標示を行う標準地調査法の面積は増減の対象とせず、毎

木調査法の面積が 30パーセント以上の増減が見込まれる場合のみを対象とする。 

 

７ 委託代金の確定及び部分払 

本委託契約は、概算契約であることからその精算が必要であり、約款第 15条第３項の規

定に基づく委託代金の確定方法は、次のとおり行うものとする。 

（１）予定数量（調査区域面積）に対し 30パーセント未満の増減の場合の委託代金 

ア 委託代金確定額 

最終的な委託代金確定額は、契約金額（消費税を除く）を予定数量（調査区域面積）

で除した単価（端数処理をしていないもの）に確定した数量（調査区域面積）を乗じ

て算出する。 

イ 消費税及び地方消費税相当額 

委託代金確定額の 10／100 とし、円未満の端数は切り捨てる。 

ウ 精算 

委託代金確定額は、部分払累計額を控除したものとする。 

（２）部分払 

約款第 16条第３項に規定する部分払いの委託代金相当額算定方法は次のとおり行う。 

ア 一部完了部分に対する部分払 

調査完了した箇所（林小班単位）における検査合格に対する部分払とし、その委託

代金算定は次による。 

甲が算出した契約箇所（林小班単位）ごとの経費の総和×0.9×消費税 

イ ２の（１）で算出した単価は、契約総額の単価であるため部分払の代金確定には採

用しない。 

（３）収穫とりやめ箇所 

間伐設計の結果等からその後の調査をとりやめる箇所については、間伐設計等までの

経費を見込む。 

 

８ その他 

（１）甲が委託調査地への立会を求めたときは、乙は、特別な事情のない限りこれに応ずる

ものとする。 

（２）本契約に係る諸手続については、甲が指示する様式を使用するものとする。 

 
 
 
 



 
 
第２ 調査に関する事項 
 

１ 収穫調査の細部 

（１）収穫調査の方法及び取扱いの細部については、「東北森林管理局国有林野産物収穫調

査規程」（平成 27年３月 23日 26東資第 102号）、「東北森林管理局国有林野産物収穫

調査規程運用」（平成 27 年３月 24 日 26 東資第 103 号）、「国有林野産物極印規則」

（昭和 34年４月４日農林省訓令第 15号）、「国有林野産物極印規則実施細則等につい

て」（昭和 34年 12月２日 34林野業第 3336号）及び「間伐の要領の制定について」（平

成 28年２月 17日 27 東計第 90号）、「青森ヒバ天然林の間伐における選木の考え方に

ついて（暫定版）」（平成 23年４月 28日付け計画課長文書）の定めるところによるも

のとする。 

（２）甲は、前項に掲げる文書の内容について具体の指示がある場合は、特記仕様書に示す

ものとする。 

（３）甲は、必要に応じて調査内容の変更を乙に指示することができる。 

ただし、調査箇所の追加、振り替えは行わないものとする。 

 
２ 希少動植物 

乙は、調査に際して、希少動植物の生息・生育を確認した場合は速やかに甲に報告する

ものとする。 

 

３ 環境負荷低減への取組 

乙は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境

負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及

び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車

両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃

棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。 

 

４ 安全管理態勢の確立 

（１）乙は、労働安全衛生に関する諸法令及び交通法規のほか、甲の指示を遵守し、労働災

害及び交通災害を発生させないものとする。 

（２）乙は、調査地ごとに現場代理人及び安全管理者を配置するものとする。 

また、災害発生時等緊急時の連絡体制を甲へ届け出るものとする。 

（３）乙は、現場作業担当者の非違行為によって、林野火災を発生させないものとする。 

 

５ その他 

（１）乙は、作業上必要な施設の設置箇所については、甲の指示を受けるものとする。 

（２）乙は、業務上知り得た成果等について他人に漏らしてはならない。 

（３）乙は、約款及びこの仕様書に明示されていない事項又は疑義を生じたときは、監督職

員の指示を受け、これに従うものとする。 
 
 



 
 

別表 
技 術 者 の 資 格 区 分 

技術者の名称 技 術 経 歴 

技 師 長 １ 技術士法（昭和 32年法律第 124 号）第 14条に規定する技術士の登

録（林業部門(林業)）を受けた者 

２ 委託する調査等に関する専門的な知識及び技術を有しかつ、その実

務経験が通算５箇年以上ある者で、次の各号のいずれかに該当する者 

（１）学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）による大学（同法 69 条の

２に規定する大学（以下「短期大学という。）を除く。）又は旧大

学令（大正７年勅令第 388 号）による大学において、林業に関する

課程を修めて卒業した者（以下「大学卒」という。）であって、卒

業後林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が 23 年以上

ある者 

（２）短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校（明治

36 年勅令第 61号）による専門学校において、林業に関する課程を

修めて卒業した者（以下「専門学校卒という。）であって、卒業後

林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が 27 年以上ある

者 

（３）学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令（昭和 18 年勅

令第 36 号）による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資

格を有する者のうち林業の知識及び技術を有していると認められ

る者（以下「高等学校卒」という。）であって、卒業後林業経営又

は森林評価の職務に従事した期間が 32 年以上ある者 

（４）一般社団法人日本林業技術協会が行う林業技士の登録（林業経営

又は森林評価部門）を受けた者、又はこれと同等の能力を有する技

術者であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が

12 年以上ある者 

 
主任技師 

 
委託する調査等に関する専門的な知識及び技術を有しかつ、その実務

経験が通算２箇年以上ある者で、次の各号のいずれかに該当する者 

（１）大学卒であって、卒業後林業経営又は森林評価部の職務に従事し

た期間が 18 年以上ある者 

（２）専門学卒であって、卒業後林業経営又は森林評価部門の職務に従

事した期間が 23年以上ある者 

（３）高等学校卒であって、卒業後林業経営又は森林評価の職務に従事

した期間が 27 年以上ある者 

（４）林業技士の登録を受けた後、林業経営又は森林評価部門の職務に

従事した期間が８年以上ある者 

（５）森林管理局長又は森林管理署長、支署長及び森林管理事務所長（以

下「森林管理局長等」という。）が前記（１）～（４）と同程度以

上の能力を有すると認める者 

 
 



 
 

技術者の名称 技 術 経 歴 

技師（Ａ） 委託する調査等に関する専門的な知識及び技術を有する者であって、

次の各号のいずれかに該当する者 

（１）大学卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期

間が 13 年以上ある者 

（２）専門学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事し

た期間が 17 年以上ある者 

（３）高等学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事し

た期間が 20 年以上ある者 

（４）林業技士の登録を受けた後、林業経営又は森林評価部門の職務に 

従事した期間が４年以上ある者 

（５）森林管理局長等が前記（１）～（４）と同程度以上の能力を有す

ると認める者 

 

技師（Ｂ） 委託する調査等に関する専門的な知識及び技術を有する者であって、

次の各号のいずれかに該当する者 

（１）大学卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期

間が８年以上ある者 

（２）専門学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事し

た期間が 13 年以上ある者 

（３）高等学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事し

た期間が 18 年以上ある者 

（４）林業技士の登録を受けた者 

（５）森林管理局長等が前記（１）～（４）と同程度以上の能力を有す

ると認める者 

 

技師（Ｃ） 次の各号のいずれかに該当する者 

（１）大学卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期

間が５年以上ある者 

（２）専門学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事し

た期間が８年以上ある者 

（３）高等学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事し

た期間が 11 年以上ある者 

（４）森林管理局署（営林局署を含む。）において 10 年以上（他の官

公署、森林組合等においては 15 年以上）勤務し、立木調査業務の

経験を３年以上有する者で、現場作業に従事する労働者を直接指揮

監督する能力を有すると森林管理局長等が認める者 

 

技 術 員 林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が３年以上ある者

又はこれと同程度以上の知識及び技術を有すると森林管理局長等が認

める者 

 

 





 

 

別紙２ 

収穫調査委託についての特記仕様書 

 

（復命書の提出について） 

 復命書については、完成したらその都度提出し、担当のチェックを受けること。 

 

（調査の安全の確保について） 

 収穫調査においては、調査中及び歩行中等の安全を確保し実施すること。また、周辺住民など

に周知するために作業中は、「収穫調査実施中」などを現地もしくは使用車両に表示をすること。 

 

（監督員との連絡調整について） 

 事業実行の際に必要となる民有地借受の事案が発生した際は、監督員に連絡調整のうえ、調査

を実施すること。また、調査の円滑な実施のために監督員との連絡は密に取り、必要な指示を受

けること。 

 

（林野火災防止対策について） 

調査中は林野火災予防の取組として、火気の使用を伴う喫煙の際には喫煙後の消火を徹底し吸

い殻を持ち帰るなど、万全の措置を講ずること。 



 

 

（別紙５－６） 

 

特約事項（収穫調査委託） 

  

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリ

カ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府

県へ通知されたところ。  

ＡＳＦは、ＡＳＦウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血

性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接

的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産

業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染

病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。  

このことから、下記について順守すること。  

  

記 

   

１．平時における対応について   

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、

感染防止対策に協力すること。 

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やか

に通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。  

  

２．感染の疑いが生じた場合の対応  

ＡＳＦ対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫

措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協

力すること。  

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止す

る可能性がある。  

 一時中止となった場合は、収穫調査委託契約約款第 11条により対応する。 

 

加々見拓(KAGAMITaku)
長方形

加々見拓(KAGAMITaku)
テキストボックス
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別紙４ 

特記仕様書（GNSS受信機を用いた測量について） 

この特記仕様書は、測量方法に「GNSS 又はコンパス」と指定された調査箇所の測量作業において適

用する。 

 

１． 測量方法について 

測量方法に「GNSS又はコンパス」と指定された調査箇所においては、GNSS受信機を用いて測量す

ることを基本とするが、受注者の判断によりコンパスを使用することも可とする。 

 

２． 使用する GNSS受信機について 

東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程運用６第５項に定める方法が実施可能な機種を使用

すること。 

 

３． 精度の検証について 

GNSS 受信機を使用する際には、作業前に受信精度の確認を行い、PDOP 値が安定的に４以下を

維持できない可能性がある場合には、その他の測量手法を検討すること。 

 

４． 提出物について 

測量結果は別紙「測量野帳（GNSS 測量用）」に取りまとめるとともに、実測原図及び実測位置図等

に反映すること。 

また、GNSS受信機で取得した電子データについては、事前にウイルスチェックを行ったうえで、電子

メール等で提出すること。 

 

５． 変更契約について 

受注者の判断によりコンパス測量を行ったものについては、原則として変更契約の対象としないが、

第３条の精度検証の結果に基づき GNSS以外の測量方法を選択した場合や、その他の理由により

GNSS受信機を使用することが適当でないと判断される場合には、監督職員と協議のうえ変更するこ

とができる。 

 

６． その他 

この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じ監督職員と協議のうえ決定すること。 

 



№

使 用 機 種 ： 面 積 （ ha ） ： 国有林 林班 小班

測 地 系 ： 外 周 （ ｍ ） ： 　　　　　　年　　　　月　　　　日

座 標 系 ：

緯度 経度 X Y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

※１　座標値の表記は小数点第１位以上とし、機器の測定可能な限り詳細に記載すること。

※２　表は必要に応じて修正することを可とするが、座標値、測定回数、PDOP値及び衛星数の記載は必須とする。

測　量　野　帳　（GNSS測量用）

方位角 水平距離

（ｍ）
備　　考

（度）

調 査 年 月 日

調 査 員

座標値 測定
回数

PDOP 衛星数
測点
番号


